
 

滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 第８回会議 会議概要 

 

日  時 令和５年10月25日（水）10時30分～12時00分 

場  所 滋賀県庁新館７階大会議室 

出席委員 会  場：若松委員、馬渕委員、寺田委員、明吉委員、樋口委員、北村委員、東谷委員、 

     小南委員、犬井委員、福井委員、山添委員 

 リモート：井手委員、原委員、松浦委員、北川委員、浦島委員 （出席16名） 

欠席委員 加藤委員、炭谷委員  （欠席２名） 

県出席者 福永教育長、村井教育次長、嬉野教育次長、横井高校教育課長、小林私学・県立大学振興課長 

 小嶋魅力ある高校づくり推進室長、青木保健体育課長、南野競技力向上対策室長 

 臼井参事、杉原参事、富永主幹、他関係職員 

傍聴者等 傍聴：３名  報道：２社（ＮＨＫ、中日新聞） 

 

１ 開 会 

滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会第７回会議の概要について 

   事務局より説明があり、原案のとおり承認された。 

 

２ 協 議 

（１）第７回会議の質問に対する回答について 

・選抜を一本化した他県における、二次募集の出願人数について、事務局から説明が行われた。 

・選抜を一本化した他県における、志願倍率の推移について、事務局から説明が行われた。 

 

（２）最終報告（案）について 

最終報告（案）について、事務局から説明があり、意見交換が行われた。 

 

〇主な意見は次のとおり。 

（ア）特色選抜の倍率の高さと、「高い能力・適性をもつ生徒が県外に流出してしまう」ことの因果関

係は明確ではない。慎重に表現された方が良い。 （学識経験者） 

（イ）部活動の地域移行などが進んでいくと、自己推薦制度が大きな意味を持ってくると思われるの

で、その点を十分含みながら具体化をしていってほしい。 （市町教育委員会関係者） 

（ウ）報告書の中に、「今後も状況等の変化に合わせて、入試制度の検証や見直しを行う」ということ

について、書き加えておく方が良い。 （学識経験者） 

（エ）私学の専願合格者は、二次選抜から除外していただきたい。私学を専願受検した者は合格した

ら私学に入学するという原則を厳守してほしい。 （私学関係者） 

（３）今後について 

次の２点が確認された。 

①最終報告の訂正については、委員に照会しつつ、仕上げは若松会長に一任すること。 

②11月10日に、教育委員会への最終報告が行われること。 

（４）その他 

   特になし。 

 

３ 閉 会 

・閉会にあたり、福永教育長から挨拶があった。 

・12月末を目処として新制度概要を教育委員会で策定し、1月頃に高等学校長協会および中学校長協

会への説明を行い、次年度の夏から秋ごろに新制度における入学者選抜制度要項の概要を示す予定

であることが連絡された。 

教育・文化スポーツ常任委員会資料９ 
令和５年（2023 年）12 月 15 日 
教育委員会事務局 高校教育課 
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滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 報告書について 

 

 

１ 滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会（全８回）の経緯 

 

第１回 

 

令和４年３月 17日（木） ○協議会設置要綱について ○役員選出 

○入学者選抜の現状について（意見交換） 

第２回 

 

令和４年６月１日（水） ○第１回会議での意見を踏まえた論点（３つ）まとめ 

○論点①「推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜の現

状と課題など」に係る意見交換 

第３回 

 

令和４年８月 30日（火） ○専門委員の委嘱 

○入学者選抜に関するアンケート結果について 

第４回 

 

令和４年 11月 17日（木） ○入試日程および入試業務などについての協議 

○「中間報告（素案）」について意見交換 

第５回 

 

令和５年１月 26日（木） ○「中間報告（案）」について 

・最終修正を会長一任とし、３月上旬公表を決定 

・新入学者選抜制度の方向性を４点に絞り意見交換 

○中間報告公表後の進め方について 

・意見聴取の実施、結果を踏まえて協議を進めていくこととした 

第６回 

 

令和５年６月５日（月） ○新委員の委嘱 

○中間報告後の意見聴取結果を踏まえての意見交換 

・「特色選抜」「自己推薦制度と中学校推薦制度」について 

・他府県を例として、本県選抜方法について意見交換 

第７回 

 

令和５年８月 29日（火） ○中間報告後の意見聴取結果を踏まえての意見交換 

・「二次選抜」「帰国生徒・外国人児童生徒に対する特別の選択枠」

について 

○選抜日程について 

・他府県の例を参考にしながら、本県での場合を仮定して意見交換 

第８回 

 

令和５年 10月 25日（水） ○「最終報告（案）」について意見交換 

・最終修正を会長に一任することについて決定 

・11月 10日に最終報告を行うことを確認 

 

２ 報告のポイント 
 

① 現行制度では２月（特色選抜・スポーツ文化芸術推薦選抜・推薦選抜）と３月（一般選抜）

に実施している選抜を集約 
 

② 学力検査を全員が受検するようにし、中学校から高校に上がる際のモチベーションの維持

と学力伸長を図る 
 

③ スクール・ポリシーを生かした選抜を実施し、特色選抜は廃止し、現行の中学校長推薦に

加え、生徒が自己をアピールできる自己推薦制度を導入 
 

④ Ｗｅｂ出願システムの導入・採点補助システムの導入検討など、ＩＣＴを活用した業務改善・

負担軽減を図る 
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「生徒の優れた点を多面的な観点で評価しつつ、主体的な

進路選択を推進する入学者選抜方法等のあり方について」 

 

 

○令和８年度入学者選抜に向けた制度のあり方について 

   

 

― 報 告 ― 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年（2023 年）11月 10 日 

滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 
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令和５年（2023 年）11月 10日 

 

 滋賀県教育委員会教育長 福永 忠克 様 

 

滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 

会 長  若 松  養 亮 

 

 

生徒の優れた点を多面的な観点で評価しつつ、主体的な進路選択を推進する

入学者選抜方法等のあり方について（報告） 

 

 

本協議会は、令和４年３月 17日付で依頼のありました標記の事項について、慎重に検

討・協議を重ねました結果、別紙のとおりまとめましたので、ここに報告いたします。 
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１ はじめに 

 本県における高校入試については、平成４年度に設置された入学者選抜方法等改善協

議会を受けて制定された「滋賀県公立高等学校入学者選抜制度改正大綱」に基づいて、

学校・学科の特色に応じて、学力検査や推薦入学の実施方法を変更するなど、各学校の

特色づくりを進める方向で改善が進められてきました。 

 平成８年度、平成 12年度設置の入試改善協議会では、入学者選抜方法等のあり方に

ついて検討し、平成 15年度入試からは全日制課程と定時制課程を同日程で実施、志願

登録制度を出願制度に改め、第２次選抜を実施し受検機会の拡大を図るなど、入学者選

抜方法の改善が図られました。 

 また、平成 16年度、平成 17年度には、普通科の通学区域を全県一区へ移行、推薦選

抜の募集枠 100％の廃止、各高等学校の特色に応じた特色選抜を推薦選抜と同時期に実

施するなど「滋賀県公立高等学校入学者選抜制度改正大綱」の改正が行われました。 

平成 27年度には、生徒の主体的な進路選択をより一層進め、個々の多様な能力・適

性を公平に評価できる、多様な選抜方法等、新しい時代に対応した入学者選抜のあり方

について検討を行い、平成 28年度入学者選抜より、スポーツ・文化芸術推薦選抜が実

施されるなど「滋賀県公立高等学校入学者選抜制度改正大綱」の改正が行われ、今日に

至っています。 

本協議会では、社会の情勢や教育を取り巻く状況が大きく変動している現在、改めて

現行の入試制度を振り返るとともに、前回の改善から 10年が経過する令和８年度入学

者選抜において、個々の多様な能力・適性・思いに基づいて生徒が主体的な進路選択を

行える新しい選抜のあり方を導入することについて、下記の検討主題に基づき、具体的

検討事項に関して検討を進めてきました。 

 

 検討主題 

   「生徒の優れた点を多面的な観点で評価しつつ、主体的な進路選択を推進する 

入学者選抜方法等のあり方について」 

 

 検討事項 

○令和８年度入学者選抜に向けた制度の在り方について 

  ・推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜の現状と課題等について 

  ・一般選抜の現状と課題等について 

  ・入試日程および入試業務等について 

 

 本協議会は依頼された検討事項の趣旨を踏まえ、８回にわたり慎重に審議を重ね、 

以下のようにとりまとめましたので報告します。  
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２ 現行の入学者選抜方法等の課題 

 現行の入学者選抜方法は、通学区域が全県一区に移行されたことや、「推薦選抜」

「スポーツ・文化芸術推薦選抜」「特色選抜」の実施によって選抜方法が多様化したこ

とにより、生徒が多様な選択肢から志望校を決定することができるようになりました。 

 こうしたことから、中学校においては、生徒の能力・適性、興味・関心や進路希望等

に応じて、きめ細かく進路指導が推進され、生徒の主体的な進路選択が進められまし

た。高等学校では、生徒や保護者の多様なニーズに対応するために、各高等学校の教育

理念や目標に沿って特色ある教育活動を展開する取組が推進されました。 

 一方で、受検期間の長期化による関係者の負担の増加、特色選抜の受検倍率の高さか

ら多数の生徒が不合格を経験することや現行の特色選抜では各高等学校の特色が発揮さ

れにくいこと、早期に入学許可予定者通知を受けた生徒の学習に対するモチベーション

の維持の難しさなどが課題として指摘されています。 

また、生徒が県外に流出してしまうというような問題もあり、地域の高等学校への進

学者を増やすために、県立高等学校が、さらに魅力と活力あふれる、特色ある学校づく

りを進めることが望まれます。 

 

３ 入学者選抜方法等の課題に係る方策 

（１）新たな入学者選抜制度の導入について 

     これらの課題に対応するためには、入学者選抜制度の大幅な見直しが必要であ

ると考えます。 

受検期間の長期化は、関係者にとって心理的負担や時間的負担の大きい制度と

なっています。また、生徒の学習へのモチベーションも維持しにくい状況が発生

しているという見方もあるため、受検期間の短縮や、負担軽減のための方策が必

要であると考えます。 

また、推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜については改めてそ

の意義についての再確認を行い、その上で、各学校のアドミッション・ポリシー

に対応した選抜内容を高校ごとに柔軟に設定して、生徒の能力・適性、興味・関

心など学力検査だけでは測りきれない部分を多様な観点から評価できる制度を構

築することが望まれます。一方で、評価する観点をより明確なものにし、高等学

校入学者選抜における明瞭性および公平性を担保するという視点も必要であり、

高等学校入学者選抜が、中学校から高等学校へとつながる生徒の活動を評価する

ようなものとなることも、重要であると考えます。 

 

     以上のことから、各高等学校においては、これまで以上に特色を生かした教育

が実施され、また各中学校においては、これまで以上に生徒の能力・適性、興

味・関心や進路希望等を生かした進路指導が実施されることにつながるような新

たな選抜制度が導入され、生徒がいっそう主体的に学校生活や学習に向き合うこ

とができるようになることが望まれます。 
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（２）具体的な方策について 

ア 選抜の実施方法 

  現行制度は、１月末の推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜の出

願に始まり、３月末の２次選抜結果発表まで、約２か月間にわたる受検期間とな

っています。この期間の短縮のために、現行の２月上旬と３月上旬に分かれてい

る選抜について集約し、２月下旬から３月上旬に同一日程で実施することが望まし

いと考えます。 

 

イ 学力検査の全員受検 

  高等学校入学者選抜は、中学校での学習や活動の実績などを幅広く評価し、各

高等学校への入学者を適正に選抜できることが重要であり、義務教育段階で身に

付けるべき学力の指標の一つにもなるものです。 

一方で、現行制度では、学力検査が実施されていない選抜もあるため、全員が

学力検査を受検していません。新しい入学者選抜制度においては、学力検査を全

ての受検生に課し、中学校における学習の成果を等しく評価するとともに、生徒

の学習へのモチベーションを維持し、高等学校入学後の学びにスムーズにつなが

るようにすることが望まれます。 

 

ウ スクール・ポリシーを生かした選抜の実施 

  新しい入学者選抜制度においては、中学校長から提出された調査書および学力

検査の結果から選抜するだけでなく、多様な生徒の、学力検査だけでは測りきれ

ない能力・適性、興味・関心を反映し、評価できる選抜のあり方も重要であると

考えます。 

現行制度で実施されている推薦選抜やスポーツ・文化芸術推薦選抜について

は、目的意識の高い生徒が入学して各高等学校の核となっている点が評価できる

一方で、特色選抜については、各高等学校の特色が十分に反映されていないこ

と、受検倍率が非常に高く多数の生徒が不合格を経験し、精神的負担が大きいこ

となどが指摘されているため、特色選抜は廃止するとともに、中学校長推薦や、

中学生が自己をアピールできる自己推薦制度などを導入することで、各学校が自

校のスクール・ポリシーを生かした選抜方法を柔軟に工夫できるようにすること

が望ましいと考えます。 

このことにより、選抜の集約が行われたうえでも、複数の選抜機会が保障され

るという効果も期待されます。 

 

エ 負担の軽減 

  受検の複雑化ならびに長期化に伴い、出願手続き等に係り、生徒および保護

者、ならびに中学校および高等学校の関係者に多大な負担が生じています。この

軽減のために、Ｗｅｂ出願システムや採点補助システム等、ＩＣＴを活用した改

善に積極的に取り組まれることを望みます。 

 

  

-３- 7



（３）実施にあたって配慮すべきことについて 

     選抜の集約に伴い出願可能な学校は１校となるため、進路選択において、15歳

の生徒に過度の心理的負担が生じないよう、出願校の変更が可能であるような制

度が望まれます。 

     次に、スクール・ポリシーを生かし、学力検査だけでは測りきれない能力・適

性、興味・関心を反映し評価できる選抜の設定にあたっては、各高等学校の「目

指す教育」や「求める生徒像」に応じて、出願要件等を明確化し、生徒や保護

者、中学校に向けて十分に周知することが重要であると考えます。 

     また、セーフティーネットとしての観点から、追検査や二次選抜を実施するこ

とが適切ですが、高等学校等の業務負担や私立学校への影響等も考え、二次選抜

の時期については、現行よりも早い時期に実施されることが望ましいと考えます。 

本報告における入学者選抜方法等の改善の提案については、制度の大幅な変更

を伴うものであり、中学生やその保護者および中学校への十分な周知がなされる

とともに、改善が円滑に実施されることが重要です。中学校と高等学校が一層連

携を密にし、生徒一人ひとりが「未来の自分」に思いを馳せ、個性や能力に応じ

て進路実現を果たすことのできる体制づくりが大切であると考えます。 

 

４ その他、入学者選抜に関すること 

入試日程については、中学校の授業時間や生徒への進路指導の時間を確保すること、

また、県内私立高等学校の入試日程も視野に入れて決定する必要があります。これらの

ことや入学者選抜全体の実施状況を考慮しながら、適切な制度設計の検討が必要です。 

また、これからの時代は「多様化」の時代と言われます。帰国生徒・外国人児童生徒

などが増加することも見込まれ、多様な生徒が均等に教育機会を得られるような仕組み

作りが肝要であり、入学者選抜の制度も「多様性の時代」に対応できるようなものであ

ることが望まれます。 

 

５ おわりに 

 本協議会は、生徒の優れた点を多面的な観点で評価しつつ、主体的な進路選択を推進

する入学者選抜方法等のあり方について検討を重ねてまいりました。 

 この報告では、これから先の変化の激しい時代において、中学生の「生きる力」を育

む教育のあり方を念頭に置き、現行の入学者選抜制度からの大きな改善を提言いたしま

した。中学校では、生徒たち個々の多様な能力・適性、興味・関心や進路希望等に応じ

て、適切な進路指導が推進され、生徒の主体的な進路選択がより一層進められることを

期待します。また、高等学校では、生徒や保護者の多様なニーズや主体的な学校選択に

対応するための入学者選抜方法を改善・工夫することにより、各高等学校の教育理念や

目標に沿って特色ある教育活動を展開していかれることを期待します。あわせて、今後

も、社会や時代の変化を見極め、必要に応じて入学者選抜制度のあり方についての検証

が行われることが重要であると考えます。 

今後、新しい時代に対応した特色ある学校づくりがより推進され、生徒が希望する進

路選択の幅が一層広がることを期待します。そのためには、適切な進路指導がこれまで

以上に重要になってきます。本協議会の報告に基づく入試改善が、中学校教育および高

等学校教育のさらなる充実・発展のための一つの契機となることを期待します。 

 

-４- 8
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滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会設置要綱 
 

（趣旨） 

第１条 学習指導要領に沿った健全な中学校教育と地域や生徒の実態に応じた活力と潤いのあ

る高等学校教育の実現に資するよう、高等学校入学者選抜方法等のあり方について検討を行

うため、滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会（略称「入試改善協」、以下「協議

会」という。）を設置する。 

 
 （任務） 

第２条 協議会は、高等学校入学者選抜方法のあり方に関し、滋賀県教育委員会教育長（以下

「教育長」という。）が必要と認める事項について協議し、教育長に提言する。 

 
 （組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織し、教育長が委嘱または任命する。 

（１）学識経験者 

（２）市町教育委員会関係者 

（３）高等学校関係者 

（４）中学校関係者 

（５）保護者関係者 

２ 協議会に会長および副会長２名を置き、委員の中から選出する。 

３ 会長は協議会の会務を総理するものとし、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき

は、その職務を代行するものとする。 

４ 協議会の事務局は、滋賀県教育委員会事務局高校教育課に置く。 

 
（専門委員） 

第４条 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くこと

ができる。 

 
 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は施行日から令和５年度末までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 専門委員は、当該の特別の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

 
 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもってあてる。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。 

 
 （小委員会） 

第７条 協議会には、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会に関し、必要な事項は会長が別に定める。 

 

 （意見の聴取） 

第８条 協議会が必要と認めるときは、関係者の意見を聞くことができる。 

 
 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 
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滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会について 
 

１ 設置の趣旨 

○ 学習指導要領に沿った健全な中学校教育と地域や生徒の実態に応じた活力と潤い

のある高等学校教育の実現に資するよう、高等学校入学者選抜方法等のあり方に

ついて検討を行うため。 

○ 今回の設置は、「これからの県立高等学校の在り方について」（滋賀県立高等学

校在り方検討委員会 令和３年 10月答申）を受け、各高等学校の魅力化や特色あ

る学校づくりを進めていくにあたり、これまで以上に学校が求める生徒像の明確

化と生徒の主体的な進路選択の実現が求められるため、現行の入学者選抜を総括

し、令和の時代に対応した新しい入学者選抜のあり方を検討する。 
 

２ 検討主題および主な検討事項 

 （１）検討主題 

「生徒の優れた点を多面的な観点で評価しつつ、主体的な進路選択を推進する入

学者選抜方法等のあり方について」 

（２）主な検討事項 

○令和８年度入学者選抜に向けた制度の在り方について 

・推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜の現状と課題など 

     ・一般選抜の現状と課題など 

     ・入試日程および入試業務など 
 

３ 委員の構成 

別紙委員一覧のとおり 

・学識経験者、高等学校関係（私学含む）、中学校関係、保護者関係による。 

   ・審議内容に応じて、専門委員を委嘱する場合がある。 
 

４ 設置期間および審議の進め方 

 （１）設置期間 

・令和４年３月～令和５年度末  期間内に８回程度の協議会を開催 

※令和８年度入学者選抜（現中学１年生が受検する年度）より新制度を適用予定 

 （２）審議の進め方 

   ・協議会に合わせて、学校関係へのアンケート調査や先進県への視察等を実施 

・令和５年３月に中間報告をとりまとめ、各関係機関等へ意見聴取を実施 

   ・最終報告は令和５年 12月頃に行う 
 

５ 参考（直近の開催の状況） 

  ○平成 16年９月～平成 17年 11月 

普通科の通学区域の全県一区における入試制度 

学校・学科の特色に応じた選抜方法：特色選抜の実施 

  ○平成 27年９月～平成 28年 1月 

学校・学科の特色に応じた選抜方法：スポーツ・文化芸術推薦選抜の実施 
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滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会委員名簿 

 

氏  名 所  属 ・ 職  名《委嘱期間内》 備 考 

１ 若松 養亮 滋賀大学教育学部 教授 会長 

２ 井手 慎司 滋賀県立大学 
環境科学研究科教授(～R5.3.31) 
学長(R5.4.1～) 

 

３ 原  清治 佛教大学 副学長  

４ 馬渕 均 米原市教育委員会 教育長  

５ 松浦 加代子 湖南市教育委員会 教育長  

６ 
杉原 真也 県立守山中学校・高等学校 校長 (～R4.3.31) 

明吉 正知 県立守山中学校・高等学校 校長 (R4.6.1～) 

７ 樋口 啓子 県立石山高等学校 校長 副会長 

８ 
臼井 正士 県立長浜農業高等学校 校長 (～R4.3.31) 

北村 登志子 県立長浜北高等学校 校長 (R4.6.1～) 

９ 
武原 正樹 県立草津東高等学校 教頭 (～R4.3.31) 

東谷 正宏 県立草津東高等学校 教頭 (R4.6.1～) 

10 小南 美穂子 県立河瀬高等学校 
主幹教諭(～R5.3.31) 
教頭(R5.4.1～) 

 

11 加藤 三男 彦根市立中央中学校 校長 副会長 

12 
都賀 正樹 大津市立青山中学校 校長 (～R5.3.31) 

北川 和子 大津市立仰木中学校 校長 (R5.6.5～) 

13 浦島 容子 
高島市立マキノ中学校 
高島市立高島中学校 

校長(～R5.3.31) 
校長(R5.4.1～) 

 

14 
山本 久美子 東近江市立湖東中学校 校長 (～R4.3.31) 

犬井 裕明 東近江市立能登川中学校 校長 (R4.6.1～) 

15 福井 洋枝 
守山市立明富中学校 
守山市立守山南中学校 

教頭(～R5.3.31) 
教頭(R5.4.1～) 

 

16 寺田 佳司 滋賀県私立中学高等学校連合会 会長  

17 炭谷 将史 滋賀県公立高等学校ＰＴＡ連合会 近畿大会滋賀大会会長  

18 
塚本 晃弘 滋賀県ＰＴＡ連絡協議会 会長(顧問) (～R5.3.31) 

山添 友美 滋賀県ＰＴＡ連絡協議会 会長 (R5.6.5～) 

19 木部 浩次 県立大津清陵高等学校 校長 
専門委員 

(第 3 回、第 4 回) 

20 田中 俊夫 県立瀬田工業高等学校 校長 
専門委員 

(第 3 回、第 4 回) 
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滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会日程 
 
名   称 開 催 年 月 日 主 な 協 議 内 容 

第 １ 回 

委 員 会 

令和４年 

 ３月 17日（木） 

○協議会設置要綱について ○役員選出 

○今後の協議の進め方について 

○入学者選抜の現状について（意見交換） 

第 ２ 回 

委 員 会 

令和４年 

６月１日（水） 

○委員の解任および委嘱  ○役員選出 

○第１回会議での意見を踏まえた論点まとめ 

・論点を３つにまとめ、論点ごとに現状や課題を掘り

下げ、共有しながら進めることとした 

○論点①「推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特

色選抜の現状と課題など」に係る意見交換 

第 ３ 回 

委 員 会 

令和４年 

８月 30日（火） 

○専門委員の委嘱 

○入学者選抜に関するアンケート結果について 

 ・アンケート結果を踏まえ、「アドミッション・ポリ

シーに沿った選抜方法」「受検機会の複数化」につ

いて意見交換 

第 ４ 回 

委 員 会 

令和４年 

11 月 17日（木） 

○入試日程および入試業務などについての協議 

 ・令和５年度選抜日程をふまえ、Ｗｅｂ出願の導入と

二次選抜や転編入のあり方、業務負担の軽減等につ

いて意見交換 

○３つの論点についての総括協議 

 ・「中間報告（素案）」について意見交換 

第 ５ 回 

委 員 会 

令和５年 

１月 26日（木） 

○「中間報告（案）」について 

 ・素案の修正を受けての意見交換 

 ・最終修正を会長一任とし、３月上旬公表を決定 

 ・新入学者選抜制度の方向性を４点に絞り意見交換 

○中間報告公表後の進め方について 

 ・関係者からの意見聴取を実施し、その結果を踏まえ

て協議を進めていくこととした 

第 ６ 回 

委 員 会 

令和５年 

６月５日（月） 

○新委員の委嘱 

○中間報告後の意見聴取結果について 

 ・「特色選抜」「自己推薦制度と中学校推薦制度」に

ついての意見聴取結果にもとづいて意見交換 

 ・他府県の多様な選抜方法を例として、本県における

選抜方法について意見交換 

第 ７ 回 

委 員 会 

令和５年 

８月 29日（火） 

○中間報告後の意見聴取結果について 

 ・「二次選抜」「帰国生徒・外国人児童生徒に対する

特別の選択枠」についての意見聴取結果にもとづい

て意見交換 

○選抜日程について 

 ・他府県の例を参考にしながら、本県で選抜を一本化

した場合を仮定して意見交換 

第 ８ 回 

委 員 会 

令和５年 

10 月 25日（水） 

○「最終報告（案）」について 

 ・最終報告案についての意見交換 

 ・最終修正を会長に一任することについて決定 

 ・11月 10 日に最終報告を行うことを確認 
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（第7回会議質問への回答）選抜を一本化した他府県の状況について

Ｑ．選抜を一本化した県で、二次募集が増えて
いるということはあるのか。

質問内容

資料２

Ａ．県によって、また年度によって差異はあるが、
概ね大きな変動はない。

回 答

宮城県（全日制） 秋田県（全日制）

H31 R2 R3 R4 R5 H31 R2 R3 R4 R5

募集定員 14,520 14,280 14,200 13,880 13,760 募集定員 ― 6,966 6,900 6,823 6,752 

前期選抜倍率 1.65 前期選抜倍率 ― 1.14 1.10 1.12

後期選抜倍率 1.10 一般選抜倍率 ― 1.05 1.06 1.06

一次選抜倍率 1.01 0.96 1.01 1.02 一次選抜倍率 1.06

二次募集受検数 169 150 61 133 163 二次募集合格者数 71 92 83 96

一本化→ 一本化→

福島県（全日制） 広島県（全日制）

H31 R2 R3 R4 R5 H31 R2 R3 R4 R5

募集定員 13,620 13,230 12,670 12,390 12,160 募集定員 15,320 14,920 14,520 14,640 14,870 

Ⅰ期倍率 1.49 前期選抜倍率 1.50 1.38 1.29 1.33

Ⅱ期倍率 1.00 一般選抜倍率 1.15 1.06 1.04 1.02

一次選抜倍率 0.95 0.94 0.95 0.95 一次選抜倍率 0.96

二次募集受検数 47 39 46 28 19 二次募集志願者数 121 66 ５８ ４４ ５７

一本化→ 一本化→

➤ 一本化の前は、２回受検の関係で倍率が上がりやすい。

➤ 一本化直後は二次募集の受検者数や合格者数の変動が見られるが、徐々に落ち着いていく印象である。 14



（第7回会議質問への回答）選抜を一本化した他府県の状況について

Ｑ．選抜を一本化した県で、学校間での人気の
格差が広がるということはないのか。

質問内容

Ａ．格差が大きく広がる様子はない。人気に一
定の傾向はあるが、年ごとの変動もある。

回 答

H31 R2 R5

順 学校名 倍率 順 学校名 倍率 順 学校名 倍率

1 福島南 2.27 ↘ 27 福島南 0.98 ↗ 21 福島南 1.06 

2 あさか開成 2.21 ↘ 10 あさか開成 1.16 ↗ 3 あさか開成 1.33 

3 郡山 1.95 ↘ 4 郡山 1.29 ↘ 5 郡山 1.28 

4 安積 1.89 ↘ 5 安積 1.28 ↘ 14 安積 1.11 

5 いわき光洋 1.86 ↗ 1 いわき光洋 1.42 ↘ 19 いわき光洋 1.08 

6 橘 1.81 ↗ 3 橘 1.31 ↘ 4 橘 1.30 

7 磐城桜が丘 1.77 ↘ 8 磐城桜が丘 1.22 ↗ 6 磐城桜が丘 1.28 

8 いわき総合 1.74 ↘ 36 いわき総合 0.93 ↗ 23 いわき総合 1.06 

9 福島 1.74 ↗ 7 福島 1.24 ↘ 25 福島 1.05 

10 白河 1.70 ↘ 37 白河 0.92 ↗ 8 白河 1.21 

順 学校名 倍率 順 学校名 倍率 順 学校名 倍率

70 遠野 0.51 ↘ 72 遠野 0.43 閉校（R３年度）

71 長沼 0.49 ↘ 76 長沼 0.30 閉校（R３年度）

72 猪苗代 0.48 ↗ 61 猪苗代 0.63 ↗ 53 猪苗代 0.63 

73 耶麻農業 0.47 ↗ 71 耶麻農業 0.44 閉校（R４年度）

74 梁川 0.46 ↘ 75 梁川 0.35 閉校（R４年度）

75 坂下 0.45 ↗ 74 坂下 0.36 閉校（R３年度）

76 塙工業 0.45 ↗ 77 塙工業 0.29 閉校（R４年度）

77 田島 0.44 ↘ 78 田島 0.20 閉校（R４年度）

78 湖南 0.41 ↗ 66 湖南 0.53 ↗ 65 湖南 0.48 

79 西会津 0.41 → 79 西会津 0.18 ↗ 64 西会津 0.50 

【集計方法】

○平成31年度（旧制度）の時の倍率（志願倍率）に
おける上位10校と下位10校を抜き出し

○該当校の令和２年度と令和５年度結果を掲載

○矢印は「順」の上がり下がりによる

○倍率は学校単位で計算

【分析】

※福島県は、普通科には通学区域がある。

※隣接学区からの入学許可（制限付き）もあり。

※福島県は面積が広い（全国３番目）上に、人口分
布の差が大きい。

※倍率の低い学校については、立地等の事情によ
りもとから定員割れが極端に起きている。

※人口減少の顕著な県であり（増減率47県中43
位）、募集定員も５年間で1500人減っている。

➤ 旧制度における倍率と新制度における倍率は
一律に比較できないが、一本化直後の令和２
年度よりも令和５年度の方が倍率が安定して
いる。

➤ 一定して人気（倍率）が高い学校もあるが、変
動の多い学校も多い。

一本化【例:福島県】
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滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 検討の方向性

各高等学校が求める生徒像や卒業後の姿、
教職員の働き方改革の観点等も踏まえて、議論

「生徒の優れた点を多面的な観点で評価しつつ、主体的な進路選択を推進する
入学者選抜方法等のあり方について」

検討主題

令和の時代に対応した新しい入学者選抜制度の構築

○ 令和８年度入学者選抜に向けた制度の在り方について

「推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜の現状と課題など」論点①

検討事項

「入試日程および入試業務など」

「一般選抜の現状と課題など」論点②

論点③
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○ 教育目標、育てたい生徒像、入学者受入方針の明確化

・「目指す教育」や「求める生徒像」の周知

・出願要件の明確化（校内外での活動実績、評定 など）

・選抜基準の明確化（活動実績、実技検査、調査書の配点や比率 など）

○ 各校の特色に応じた選抜の実施

・面接、プレゼンテーション、ディスカッション、小論文、作文、口頭試問、実技など

〇 中学生が自己をアピールできる自己推薦制度の導入

〇 多様な尺度での評価

・学力検査では測ることができない資質・能力を評価する機会の保障

【中間報告】 新入学者選抜制度の方向性 ～主体的な進路選択の推進～

１ スクール・ポリシーを踏まえ、子どもの学びに応じた入学者選抜の実施

○ 複数回の受検機会

〇 中学生が自己をアピールできる自己推薦制度の導入

○ 特別な配慮を必要とする生徒への入試における対応のさらなる充実

〇 出願変更や二次選抜の在り方

２ 受検機会の保障

○ Ｗｅｂ出願導入による出願業務の負担軽減

〇 学力検査内容の精選や採点補助システム導入による採点業務の負担軽減

３ 負担の軽減
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（１）新たな入学者選抜制度の導入

○長期の受検期間による負担の解消 → 受検期間の短縮、負担の軽減

○推薦選抜、スポーツ・文化芸術推薦選抜、特色選抜等 → 各学校のアドミッション・ポリシーに対応した選抜内容に

（２）具体的な方策

ア 選抜の実施方法 … 現行制度では２月と３月に分かれている選抜を集約し一本化

イ 学力検査の全員受検 … 学力選抜を全ての受検生に課す

ウ スクール・ポリシーを生かした選抜の実施 … 特色選抜の廃止、自己推薦制度の導入

エ 負担の軽減 … Ｗｅｂ出願システムの導入・採点補助システムなどＩＣＴを活用した改善の検討

（３）実施にあたって配慮すべきこと

・出願変更できる制度 ・出願要件等の明確化と十分な周知 ・セーフティーネットの観点から、追検査や二次選抜の実施

・二次選抜の時期を現行よりも早い時期に

その他

・中学校の授業時間や生徒への進路指導の時間が確保される日程とすること

・県内私立高等学校の入試日程も視野に入れて決定すること

・「多様性の時代」に対応できるようなものであること

・受検期間の長期化による関係者の負担の増加 ・特色選抜の受検倍率の高さから多数の生徒が不合格を経験

・現行の特色選抜は各高校の特色が発揮されにくい ・早期に入学許可予定者通知を受けた生徒のモチベーションが維持しにくい

・特色選抜等での受検倍率の高騰

【最終報告（案）】 望まれる新入学者選抜制度について

■ 現行制度の課題

■ 入学者選抜方法等の課題に係る方策

提 言
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滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会 今後の予定

会 議 開催期日・場所 協議内容等

第８回
（今回）

令和５年10月25日（水）
滋賀県庁新館７階大会議室

・最終報告（案）について

最終報告 令和５年11月10日 ・最終報告公表
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